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令和６年度 船橋競馬広報事業業務委託に係る企画提案仕様書 

 

１ 委託業務名  

令和６年度 船橋競馬広報事業業務委託 

 

２ 業務の目的 

令和６年度の船橋競馬の開催は、１４開催６５日の開催を予定している。うち１０

日間は大井競馬との共同開催である。 

また、船橋競馬場では、令和６年４月には、新スタンドの全面開業、令和６年１２

月には新入場門の完成を予定しており、お客様が快適に過ごせる施設の整備が進みつ

つある。 

令和４年度の売得金額は、コロナ禍の巣ごもり需要により電話・インターネット投

票が好調で過去最高を記録した。令和５年度上半期についても、引き続き好調を維持

しているところである。 

令和６年度については、売得金額の大半を占める電話・インターネット投票（ＳＰ

ＡＴ４、ＪＲＡネット等）の利用者を中心したお客様に対しては、船橋競馬の認知度

の向上、ブランド力を高める全国的な広報（関東地方を中心）を展開し、売得金額の

向上を図るとともに、競馬初心者等に対し新装なった船橋競馬場をアピールし、入場

人員の増加を図ることとする。 

 

３ 委託期間  

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

 

４ 業務内容 

（１）ブランディングの推進について 

 ① 船橋競馬のこれまでの歴史や特長を活かした戦略的なブランディングを進める 

こと。 

② ブランディングに沿ったキービジュアルを制作すること。 

③ 船橋競馬のお客様（インターネット投票等も含む。）の増加につながるキャッチ

コピーを作成すること。 

 ④ 船橋競馬のイメージキャラクターを起用する場合は、清潔感があり、船橋競馬の

ブランディングに合う人物を提案すること。 

 

（２）主な広報について 

① ポスター制作・掲出 

  ア 開催告知ポスター（１４開催）については、キービジュアルに沿ったものを制 
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作するものとし、以下のとおりポスター（B2及び A1）及びポスターデータを作 

成すること。 

・ ポスターに重賞レースの開催告知を入れること 

・ 原則前開催の開催初日の前日まで納品すること。 

・ ポスターデータに併せて、デジタルサイネージ用データを作成し、電子データ

により納品すること。（容量 2ギガバイト以内、jpegまたは png形式） 

・ ４月開催分については、令和５年度のキービジュアルを再編集して使用するこ

とも可能とする。 

 

イ また、交通広告実施以外における令和５年度のポスター送付予定先及び枚数は

別紙１のとおりであるが、ポスター制作を行う場合は、当該送付先にも各指定サ

イズ最低１枚の送付を行うものとする。 

 

ウ 各種広告原稿の制作（※駅立て看板について一覧参照 別紙２） 

    キービジュアルへの文字等の追加や、開催告知ポスター等のリサイズ・レイア

ウトの変更により、千葉県競馬組合（以下「組合」という。）が掲出する広告用

原稿を制作すること。(駅立て看板等のほか、「うまレター」等、協賛広告など、

年数回程度を見込む。) 

    なお、上記看板を含め、原稿制作に係る費用は当該委託費用の中で措置するこ 

と。 

 

② メディアを活用した広報事業 

  ア テレビＣＭ 

  ・ 「かしわ記念競走」、「日本テレビ盃競走」の開催の時機に在京キー局へスポッ

ト CMを出稿することとし、実施に当たっては、CMの内容、放送局、期間、本数

等について組合と協議すること。 

  ・ 競馬番組に開催告知の CMを出稿することとし、実施に当たっては、CMの内容、

期間、本数等について組合と協議すること。 

 イ ラジオ NIKKEI中継 

 ・ 「かしわ記念競走」、「日本テレビ盃競走」を含む船橋競馬で開催されるダート

グレード競走全６回を中継すること。 

 ウ ラジオＣＭ 

  ・ ダートグレード競走の開催の時機にラジオ NIKKEI及び bayfmへスポット CMを

出稿することとし、実施に当たっては、CMの内容、期間、本数等について組合と

協議すること。 

エ 新聞・雑誌 
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・ 馬柱広告は、各スポーツ新聞の購読者層、販売エリア等の特性及び掲載料を踏

まえ、掲載紙、ハコ数等を提案すること。 

  なお、全国公営競馬主催者協議会等による馬柱広告がある場合は、本委託事業

のハコ数には含まない。 

・ ダートグレード競走等の開催の時機にスポーツ新聞等に当該レースにかかる

コラムを掲載することとし、実施に当たっては、掲載紙、掲載日、コラムの内容

等について組合と協議すること。 

 

③ Ｗｅｂによる広報事業 

・ Ｗｅｂ動画広告の実施に当たっては、配信先、掲載量、広告の内容等について

組合と協議すること。 

 ・ 船橋競馬公式Ｘ、夜競倶楽部 LINE 等の運営については、競馬に関する知識・

経験豊富な記事ライター及びカメラマンを最低 1 名以上含めたチーム体制を選

定し、投稿体制を構築すること。 

 ・ 船橋競馬公式 YouTubeについては、船橋競馬の開催中、第１レースからライブ

配信するとともに、「ユーチューブ・ライブ」（遅くとも１７時に開始すること。）

を放送すること。 

 

④ 交通広告 

 ・ 駅張りポスターについては、JR南船橋駅、京成船橋競馬場駅及び提案する駅に

レース開催時期（１４開催）に合わせて最低１週間掲出すること。 

 ・ 中吊りポスターについては、JR 武蔵野線、JR 京葉線、京成線全線及び新京成

線にレース開催時期（１４開催）に合わせて１週間掲出すること。 

 ・ ポスターの掲出は、事前にデザイン等を組合と協議すること。 

 ・ バスのアナウンス広告の実施する場合は、バス会社、路線、放送内容等につい

て事前に組合と協議すること。 

 

⑤ その他媒体の提案について 

  上記の①、②、③、④に記載した媒体以外でも、効果的な媒体があれば、合わせ 

て提案すること。 

 

⑥ 関係各所への各種リリース・PR業務 

 ・ 開催情報の競馬関係各所へのリリース配信をすること。 

   なお、配信先については、組合の指示によるものとする。 

 ・ 騎手・調教師の達成記録（通算勝利数、初勝利等）の記念撮影の補助をするこ

と。 
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 ・ 開催情報のリリースペーパーについては、組合が作成するが、組合の提供する

開催情報に基づき、内容に誤りが無いかチェックしたうえで、配信の代行を行う

こと。 

 ・ 開催最終日に次回開催のイベント概要リリースを制作し、船橋競馬公式サイト

へ配信すること。 

 ・ 確定版のイベント情報は開催前週水曜日に配信すること。 

 ・ PRTIMES配信サービスを使用しイベントの開催等を月３回告知すること。  

 

⑦ 場内装飾の実施 

  入場門、スタンドの柱、パドック等にキービジュアルを使用し柱巻き等で装飾を 

すること。 

 

⑧ J－PLACE広報の実施 

 ・ J－PLACEに係るポスターを JR南船橋駅、京成船橋競馬場駅、京成成田駅、JR

木更津駅に掲出するとともに、中吊りまたは窓上広告を京成線、県内の JR 各路

線に掲出すること。 

 

⑨ 場間場外及び広域場外発売広報 

 ・ 場内及び外周に場外発売の告知をするため、ポスターの制作やビジョンのデザ

インを制作すること。 

 

⓾ その他 

・ 第３６回 かしわ記念競走のレーシング・プログラム（4,000部）及び令和６ 

年度船橋競馬ガイドブック（5,000部）を制作すること。 

・ 船橋競馬ガイドブックは、併せてデジタルブックも作成すること。 

・ ららぽーと TOKYO-BAY と調整し、合意を得た場合は、船橋競馬の PR イベント

を実施すること。 

 

 ⑪ ＪＢＣ３競走 

  ・ ２０２５年のＪＢＣ３競走の開催が船橋競馬場に決定した場合、ポスターの制

作、Ｗｅｂ等により開催を周知すること。 

 

（３）表彰式運営について 

 ① 進行ディレクター１人、表彰者アテンド兼介添え（重賞（１４競走）３人、準重

賞・その他（１３競走）２人）を配置すること。 

 ② 表彰台、机等の設置・撤収をすること。 
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 ③ 司会進行、音響設備の設営は、別の受託者が行う。 

 

（４）効果検証 

   本業務の実施内容は、四半期ごとに効果検証を行い、速やかに組合に報告書を提 

出すること。 

また、評価指標の設定やその測定方法、具体的な効果検証の方法について提案す

ること。 

 

５ 著作権・肖像権等の取扱いについて 

業務委託に基づき作成される成果物等の著作権・肖像権等に関する取扱いについ 

ては、下記のとおりとする。 

（１）本業務により組合に対し納品した作品及び素材映像について、受託者は著作者人 

格権の行使を行わないものとする。 

（２）本業務のために新たに作成されたグラフィックデザイン、映像、イラスト等の著 

作権は、組合に帰属する。ただし、成果品に受託者又は他者が既に著作権を保有し

ているもの（以下「著作物」という。）が組み込まれている場合、当該著作物の著作

権は、なお受託者又は他者に帰属するものする。この場合、受託者又は他者は組合

に対し、当該成果品を組合が使用するために必要な範囲で、著作権法に基づく利用

を無償で承諾するものとする。 

（３）本業務により組合に対し納品した動画は、船橋競馬の「You Tube公式チャンネ 

ル」での配信ができるものとすること。このことを踏まえ、映像、音楽等の著作権・

肖像権等、権利関係の処理を済ました上で作成物を納入すること。それらに関する

紛争が生じた場合は、受託者の責任において対応し、組合は責任を負わないことと

する。 

（４）作成物が他者の著作権・肖像権・所有権等を侵すものではないこと。 

 

６ 再委託等の禁止 

  契約書第６条ただし書きにより、組合の承諾を得るときは、委託先、費用等を 

明らかにすること。 

 

７ 実施体制 

 ・ 受託者は、本業務の実施にあたり、必要な人員を確保するとともに、責任者及

び副責任者を配置すること。 

・ 受託者は、業務の執行にあたり、必要に応じて組合と打合せを行うこととする。 

 

８ その他 
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（１）当初の業務内容をやむを得ず変更する場合は、双方合意の上、実施するものとす 

る。 

（２）委託業務に関連する全ての関係法令及び規則を遵守すること。 

（３）「令和６年度船橋競馬来場促進イベント業務委託」の受注者と連携し、業務を円

滑に進めること。 

（４）第１４回開催が年度をまたがるため、翌年度の受託業者に対して円滑に業務の引

き継ぎをすること。 


